
 

誰もが自然に健康になれる食環境づくり推進事業委託業務に係る企画提案コンペに関する質問及び回答 

№ 質 問 回 答 

１ 「アクションプラン推進部会」における第 1 回のサポート業務について、「必要なサポー

ト」の具体的な範囲（例：日程調整、会場手配、議事録作成など）はどの程度を想定され

ていますか？ 

「アクションプラン推進部会」の効果的な運営方法、事業者支援の手法等に関するご提案

内容を実現するための「必要なサポート」をお願いします。 

なお、第２回目以降は、県が受託者のサポートなしで実施することをふまえてご提案いた

だき、第１回ではそのことを見据えてサポートいただくことを想定しています（例：部会

の活動内容・標準スケジュール等の作成、内容に応じた会場・設備等の助言・提案、記録

すべき内容の助言等）。 

２ 関係者交流会について、参加対象者は事業者・行政・学術関係者等との記載がありますが、

事業者以外（医師会・大学等）への個別調整や依頼業務は、委託の範囲外でしょうか？ 

関係者交流会の開催に係る各関係者との連絡調整や依頼業務についても委託に含みます。 

なお、具体的な連絡調整の方法等については、県と受託者で協議のうえ、実施するものと

します。 

３ 「三重とこわか食環境イニシアチブ」および「アクションプラン推進部会」に参画する企

業や有識者、団体等について可能な範囲で教えて下さい。 

・「三重とこわか食環境イニシアチブ」の参画対象となる事業者は、三重県内で事業を展開

する以下の事業者です。 

①食品製造事業者 ②食品流通事業者 ③外食又は配食事業者 ④メディア事業者 

⑤その他事業者 

・「アクションプラン推進部会」の構成員としては、大学教授（准教授）、栄養士会、栄養

教諭・学校栄養職員協議会、食生活改善推進連絡協議会、経営者協会等を予定していま

す。「アクションプラン推進部会」には事業者は含まれません。 

 

なお、「三重とこわか食環境イニシアチブ」に関する詳細は、以下の三重県ホームページを

ご参照ください。 

https://www.pref.mie.lg.jp/KENKOT/HP/m0068900303.htm 

４ 「消費者向けの普及啓発イベント」「本イニシアチブ関係者交流会」の開催規模（人数）を

教えてください。 

開催規模はあえてお示しいたしませんので、その点も含めてご提案をお願いします。 

委託上限額の範囲内で、本事業の目的を達成するために最も効果的とお考えになる開催規

模・内容にて、ご提案をいただきたいと考えています。 

https://www.pref.mie.lg.jp/KENKOT/HP/m0068900303.htm

